
○また、単に個人の生活上の問題と捉えるのではなく、広い意味で企業防衛として、福利厚生、

業務外における飲酒運転の防止のため、従業員の飲酒運転対策に取組む必要があるのではな

いか。 

 

○運輸業界において、アルコール・インターロック装置を使用する場合には、会社の車両に対

して、遠隔地に運行する場合のみの部分的導入から全車導入という方法まで、従業員のマイ

カーなども含めた対応としては、従業員への支給といった考え方もある。 

 

○活用場面の区分の考え方として、車両重量、運ぶ物（危険物等）、旅客輸送の多寡などで区

分をすることが考えられる。また、取付ける対象の区分の考え方として、車両の所有者毎、

運転免許区分、レンタカー、想定される被害人数、危険作業所のオペレーションなどにより、

区分することも考えられる。 

 

○アルコール・インターロック装置の一般的な課題として、他人による解除、風船の使用、オ

ーバーライド機能、配線の短絡、装置の改造等による不正を完全に阻止できないことが挙げ

られる。 

 

○また、現状のアルコール・インターロック装置は、確信犯に対する水際防止機能としては限

界があり、例えば、オーバーライド機能の使用管理権限を運転手に任せるか、管理者に任せ

るかといったことを含め、飲酒運転の抑止力を確保するための適切な運用設計が必要である。 

 

（２）自動車製造事業者（日本自動車工業会） 
（車両側からみたアルコール・インターロック装置装着に伴う懸案事項・課題と対応） 

 

車両側からみたアルコール・インターロック装置装着に伴う懸案事項・課題と対応につい

て、自動車製造事業者として、日本自動車工業会ＡＤＤＷＧ 渥美文治主査及び池田真副主

査から、聴取し、以下の情報と見解を得た。 

 

○まず、検証実験の実施に当たって、アルコール・インターロック装置装着に伴う懸案事項と

して、装着時の信頼性確保、復元時の信頼性確保、装置不具合時の緊急時の対応、車両に与

える影響、プッシュエンジンスタートなど新型式車への装着の５つが挙げられる。 

 

 
図 4.8 自工会資料（２頁） 

 

○アルコール・インターロック装置の自動車への装着について、既存のコードを切断し、半田
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